
 

 

 

 

保存版  

高年齢雇用継続給付 

 

 

実例）高年齢雇用継続給付について教えてください。 
 
解説）高年齢雇用継続給付は、60 歳到達等時点に比べて賃金が 75％未満に低下した状態で働き続ける 60 歳

以上 65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付です。 

 

支給対象者――支給を受けることができる方―― 

① 高年齢雇用継続基本給付金 

 

被保険者であった期間（基本手当を

受給したことがある方は、受給後の

期間に限ります。）が通算して５年以

上ある被保険者で、60 歳到達後も継

続して雇用され、60 歳以後の各月に

支払われる賃金が原則として 60歳到

達時点の賃金月額の 75％未満である

方が対象となります。受給していな

い場合、過去の「被保険者であった

期間」として通算されます。 

 

 

② 高年齢再就職給付金 

 

基本手当を受給した後、60 歳以後に

再就職して、再就職後の各月に支払

われる賃金が基本手当の基準となっ

た賃金日額を 30 倍した額の 75％未

満となった方で、以下の３つの要件

を満たした方が対象となります。な

お、同一の就職について、再就職手

当の支給を受けた場合には、高年齢

再就職給付金は支給されません。 

 

イ基本手当について算定基礎期間が

５年以上あること。 

ロ再就職した日の前日における基本

手当の支給残日数が 100 日以上ある

こと。 

ハ安定した職業に就くことにより被

保険者となったこと。 
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